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印
鑑
の
登
録
は
、
直
接
個
人
の

利
害
に
結
び
つ
く
た
め
、
特
に
慎

重
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

印
鑑
登
録
を
す
る
方
は
、
次
の

こ
と
に
注
意
し
て
余
裕
を
持
っ
て

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
登
録
で
き
る
方
】

　

登
録
で
き
る
の
は
、
市
内
に
住

所
が
あ
り
、
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
15
歳
以
上
の
方
で

す
。（
意
思
能
力
を
有
し
な
い
方

を
除
く
）

【
登
録
す
る
に
は
】

　

登
録
を
必
要
と
す
る
本
人
が
、

登
録
す
る
印
鑑
と
本
人
確
認
書
類

を
持
参
し
、
申
請
す
る
の
が
原
則

で
す
。

　

た
だ
し
、
本
人
が
病
気
や
そ
の

他
や
む
を
え
な
い
理
由
で
、
自
ら

申
請
で
き
な
い
と
き
は
、
本
人
の

自
署
、
押
印
し
た
「
委
任
の
旨
を

証
す
る
書
面
（
委
任
状
ま
た
は
代

理
人
選
任
届
）」（
ひ
な
形
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
）
と
、
本
人
の
印
鑑
、
本
人
・

代
理
人
の
健
康
保
険
証
等
を
持
参

し
て
、
代
理
人
が
申
請
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

※
印
鑑
に
よ
っ
て
は
登
録
で
き
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
場
合
は
、
印
鑑
登
録
証
の
機

能
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
載

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

【 

登
録
申
請
の
確
認
、
印
鑑
登
録

証
の
交
付
】

　

登
録
の
申
請
を
す
る
と
、
本
人

確
認
お
よ
び
本
人
の
意
思
に
よ
る

登
録
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た

め
、
本
人
あ
て
に
、
郵
送
で
文
書

照
会
し
ま
す
。

　

本
人
が
そ
の
回
答
書
、
登
録
す

る
印
鑑
、
本
人
の
健
康
保
険
証
等

を
持
参
し
た
場
合
、
印
鑑
登
録
証

（
黄
色
い
カ
ー
ド
）
を
交
付
し
ま

す
。

　

な
お
、
代
理
で
交
付
を
受
け
る

場
合
は
、
回
答
書
、
登
録
す
る
印

鑑
、
委
任
状
（
代
理
人
選
任
届
）

と
本
人
・
代
理
人
の
健
康
保
険
証

等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
即
日
印
鑑
登
録
で
き
る
場
合

　

本
人
が
自
ら
登
録
申
請
す
る
場

合
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
本

人
と
確
認
で
き
る
と
き
は
、
即
日

で
印
鑑
登
録
で
き
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
官
公

署
発
行
の
顔
写
真
付
免
許
証
、
許

可
証
、
ま
た
は
証
明
書
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を
持
参

し
た
と
き

▽
す
で
に
印
鑑
登
録
を
し
て
い
る

本
人
以
外
の
方
が
、
印
鑑
登
録
申

請
書
の
保
証
書
欄
に
自
署
し
、
登

録
印
を
押
印
し
た
う
え
で
、
申
請

者
が
本
人
で
あ
る
と
保
証
し
た
と

き
（
保
証
人
が
小
金
井
市
以
外
に

お
住
ま
い
の
場
合
は
保
証
人
の
印

鑑
登
録
証
明
書
１
通
が
必
要
で

す
）

【
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
】

　

印
鑑
登
録
証
（
黄
色
い
カ
ー

ド
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
本
人
・

代
理
人
を
問
わ
ず
黄
色
い
カ
ー
ド

の
み
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

印
鑑
登
録
証
の
機
能
を
載
せ
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
窓
口
で
暗
証
番
号
の
確

認
が
必
要
で
す
の
で
、
本
人
が
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
印
鑑
登
録
証
を
お
持
ち

に
な
ら
な
い
と
き
や
申
請
書
の
記

載
に
誤
り
が
あ
る
と
き
に
は
、
発

行
で
き
ま
せ
ん

【
保
管
に
は
ご
注
意
を
】

　

印
鑑
登
録
証
は
、
登
録
印
鑑
と

別
々
に
保
管
す
る
な
ど
、
財
産
と

権
利
を
守
る
た
め
に
も
大
切
に
取

り
扱
っ
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た

と
き
は
、
直
ち
に
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
登
録
印
鑑
を

紛
失
し
た
と
き
も
、
忘
れ
ず
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
】

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
対
応

店
舗
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
で
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
で

き
ま
す
。
す
で
に
印
鑑
登
録
証
を

お
持
ち
の
方
は
、
事
前
に
印
鑑
登

録
証
の
機
能
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
に
移
行
す
る
申
請
が
必
要
で

す
。

―
―
◇
共　

通
◇
―
―
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印
鑑
登
録
を
す
る
方
へ

な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め

な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め

本
人
確
認
に
ご
協
力
を

本
人
確
認
に
ご
協
力
を

　

市
民
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
１

階
）
で
の
手
続
き
の
際
に
は
、
第

三
者
に
よ
る
虚
偽
の
届
け
出
や
証

明
書
の
不
正
取
得
を
防
止
す
る
た

め
、
来
庁
し
た
方
の
本
人
確
認
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
顔
写
真
付
き
住
基
カ

ー
ド
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
証
等
の
顔
写
真
が

な
い
も
の
１
点
の
み
で
は
、
手
続

き
が
完
了
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
は
、
口
頭
で
の
質
問

や
照
会
書
に
よ
る
本
人
確
認
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

i
市
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市
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係
（
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－

387

－

９
８
３
０
）

取
得
で
き
る
証
明
書
等

取
得
で
き
る
証
明
書
等

【
住
民
票
】

t
本
人
お
よ
び
同
一
世
帯
に
い
る

方【
印
鑑
登
録
証
明
書
】

t
本
人
※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
機
能
を
移
行
し
た
方
に
限
る

【 

戸
籍
謄
本
・
抄
本
（
除
籍
、
改

製
原
を
除
く
）、戸
籍
の
附
票
】

t
小
金
井
市
が
本
籍
の
、
本
人
お

よ
び
同
一
戸
籍
に
い
る
方
※
小
金

井
市
に
住
民
登
録
の
な
い
方
は
、

事
前
登
録
が
必
要

【
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
】

t
賦
課
期
日
時
点
（
当
該
年
度
の

１
月
１
日
）
お
よ
び
現
在
も
小
金

井
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
※
▽

現
在
取
得
で
き
る
の
は
、
本
人
の

令
和
５
年
度
分
に
限
る
▽
本
人
に

よ
る
申
告
が
な
い
場
合
や
税
額
に

変
更
等
が
あ
る
場
合
は
、
発
行
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

取
得
場
所

取
得
場
所

　

全
国
の
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
（
ロ
ー
ソ
ン
ス
ト
ア
100

は
除
く
）、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
等
の
マ
ル
チ
コ
ピ

ー
機利

用
時
間

利
用
時
間

　

午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11
時

（
年
末
年
始
・
設
備
点
検
時
等
を

除
く
）

手
数
料

手
数
料

▽
戸
籍
謄
本
・
抄
本
１
通
450
円

▽
そ
れ
以
外
１
通
200
円

注
意
事
項

注
意
事
項

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
搭
載

さ
れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
。
利
用

に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗

証
番
号
が
必
要
で
す

▽
す
で
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

で
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
さ
れ
て
い
る
方
も
、
引
き
続
き

証
明
書
（
住
民
票
、
印
鑑
登
録
証

明
書
に
限
る
）
が
取
得
で
き
ま
す

―
―
◇
共　

通
◇
―
―

i
市
民
課
市
民
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
１
階
☎
042

－
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－
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３

０
）、
市
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９
８
２
０
）

〈
住
所
の
異
動
〉

　

引
っ
越
し
を
し
た
と
き
は
、

届
出
期
間
内
に
住
所
の
異
動
の

届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

在
留
カ
ー
ド
等
を
お
持
ち
の

外
国
人
の
方
も
届
け
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　

転
入
・
転
居
・
国
外
へ
の
転

出
の
届
け
出
の
際
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド

を
含
む
）
を
取
得
済
み
の
方
は

必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
２
月
下
旬
〜
５
月
下

旬
は
、
窓
口
が
大
変
込
み
合
い

ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持

っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
転
出
届
】

　

ほ
か
の
市
区
町
村
に
引
っ
越

し
す
る
場
合
は
、
引
っ
越
し
日

と
引
っ
越
し
先
が
決
ま
り
次

第
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

　

急
な
引
っ
越
し
等
で
事
前
に

届
け
出
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
引
っ
越
し
日
か
ら
14
日
以

内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
送
で
も
手
続
き
で
き
ま

す
。

　

引
っ
越
し
先
が
国
内
で
あ
れ

ば
、「
転
出
証
明
書
」
を
交
付

し
ま
す
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
住
基
カ
ー
ド
を
含
む
）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
転

出
証
明
書
の
交
付
が
不
要
な
、

特
例
転
出
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
引
っ
越
し
日
か
ら
14
日
を

経
過
し
て
い
る
場
合
は
、
特
例

転
出
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
転
入
届
】

　

小
金
井
市
に
引
っ
越
し
て
き

た
と
き
は
、
前
住
所
地
で
転
出

証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
引
っ

越
し
て
き
た
日
か
ら
14
日
以
内

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

【
転
居
届
】

　

市
内
で
住
所
を
変
え
た
と
き

は
、
新
し
い
住
所
に
住
み
始
め

た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

〈
そ
の
他
の
届
け
出
〉

　

住
所
の
変
更
は
な
い
も
の

の
、
世
帯
主
が
変
わ
っ
た
り
、

生
計
が
別
だ
っ
た
人
が
同
一
世

帯
に
な
っ
た
と
き
な
ど
は
、
14

日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

〈
届
け
出
が
で
き
る
方
〉

　

本
人
ま
た
は
小
金
井
市
で
同

一
世
帯
の
方
（
転
居
届
は
転
居

後
に
同
一
世
帯
の
方
）

※
こ
れ
以
外
の
第
三
者
が
行
う

場
合
に
は
委
任
状
が
必
要
と
な

り
ま
す
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マイナンバーカード 印鑑登録証
（黄色いカード）

証明書交付
場所

コンビニ交付サービス対応店
舗、市民課 市民課

証明書手数料 コンビニ交付サービス対応店舗
＝200円、市役所窓口＝300円 300円

証明書交付時
の必要事項

マイナンバーカード、暗証番号
の入力（市役所で取得する場合
は申請書の記入も必要）

印鑑登録証、
申請書の記入

証明書交付
を受けられ
る方

本人のみ 本人または代
理人

住
所
異
動
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

引
っ
越
し
の
シ
ー
ズ
ン
で
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば

住
民
票
や
税
証
明
等
が

住
民
票
や
税
証
明
等
が

コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
ま
す

コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
ま
す

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 － 3 8 3 － 1 1 1 1 6・2・15 4


